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社会福祉法人 福寿会 

女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画 

１．目的 

 職員がその能力を十分に発揮できるように、仕事と子育てを両立させること

ができ、働きやすい環境を行う為、次のように行動計画を策定します。 

 

２．計画期間 令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

 

３．内容 

目標１ セクシャルハラスメント、パワーハラスメントのない男女とも働き 

やすい職場環境の整備を行なう。 

対策   

令和４年４月 管理者を対象にした研修会を実施する。 

  令和４年５月 全体会議を通じて職員全体に対する研修会を実施する 

目標２ 所定外労働時間について前年度比実績３％の削減を目指し、職場と家庭生

活の両立を目標としていく 

 対策 

令和４年４月 業務の効率化が図れるよう業務改善の研修会を実施する。 

  令和４年４月 職員に所定外労働時間を削減する周知・啓発をおこなう。 

目標３ 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制

度の周知や情報提供を引き続き行う。 

対策 

令和４年４月 職員に対し制度の周知を行う 

令和４年４月 制度全般の情報提供により育児休業等取得を促す 

目標４ 妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、対象者への制度の周

知・情報提供・相談体制の整備の実施 

対策 

令和４年４月 周知・取得促進の継続 

令和４年４月 相談窓口の設置し対象者に対し、情報提供を行う 

 

 

 

 



目標５ 計画期間内において、女性職員の育児休業取得率 100％の取得を目指す 

とともに、男性職員の取得を目指す 

対策 

令和４年４月 育児休業前後及び育児休業中の職員に対するフォローアップ等を 

充実させるなど、育児休業からの円滑な職場復帰を支援する 

令和４年４月 男性職員による育児休業等の活用を促進するため、制度の個別周知 

や 育児に関する意識向上に向けた支援を実施する 

目標６ 計画期間内における有給取得率について、職種間や職員間の取得率の 

アップを目指す 

対策 

令和４年４月 取得率の低い職員へ指導を行い、業務の分担や見直しを行う 

令和４年４月 取得率の低い職員に対して聞き取りを行い、個別に取得を促す


